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第３章 附則 

 

第１節 附則 

 

附則（い）〔平成２７年３月２０日〕 

１ この運用基準は、平成２７年１０月１日から施行する。 

２ この運用基準施行の際、現に条例第 55 条第１項又は第２項により届出がなされている少量危

険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備のうち、この運用基準に適合し

ないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの基準にかかわらず、な

お従前の例による。 

 

附則（ろ）〔令和６年４月１日〕 

１ この運用基準は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この運用基準施行の際、現に条例第 55 条第１項又は第２項により届出がなされている少量危

険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備のうち、この運用基準に適合し

ないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの基準にかかわらず、な

お従前の例による。 


